
乳児等通園支援事業の実施について



総合支援システムについて 全体の流れ１

1

令和8年度からの乳児等通園支援事業は、認定～予約～給付費の支払いまでをこのシステムで行います

済

済

未

未

豊中市が対応します。
3月9日から利用者向
け電子申込を開始し
ます。

豊中市が対応します。
3月1日のシステム
アップデート以降に
事業者にアカウント
発行のメールをお送
りします。



総合支援システムについて 全体の流れ２

2

未 未
事業者ログイン
ID（メールアド
レス）とパス
ワード（大文
字・小文字・数
字の3種類を使っ
た10文字以上の
任意の番号）で
設定をお願いし
ます

豊中市が対応します。
予約枠の配布とは
「いつからシステム
上で予約が取れるの
か」の設定を指しま
す。

イメージ



総合支援システムについて 全体の流れ３

3

未

未

未
豊中市が対応します。
利用者から電子申請
があった申し込みに
対してアカウントを
発行します。利用者
はその後に子どもの
情報をシステムに登
録します。

豊中市が対応します。
入力された子どもの
情報を基に豊中市が
認定を行います。

豊中市が対応します。
加算がとれるかなど
の事業所情報を入力
します。

イメージ



総合支援システムについて 全体の流れ４

4

未
事業者で対応を
お願いします

イメージ



総合支援システムについて 全体の流れまとめ

5

この緑の囲み部分を事業者で対応をお願いします。続いて事業所で３月から使っていただく
総合支援システムについて画面を説明します。



総合支援システムについて ログインについて１

6

先ほどの に該当します。豊中市が で設定したのちにメールが届きますので、そのメールからログインID（メールアドレス
で事業所で設定）とパスワード（大文字・小文字・数字の３種類を使った10文字以上の任意のパスワードで事業所で設定）し
ます。画面中のログインＩＤとパスワードは検証環境のもので、豊中市が検証用に用いているものになります。

事業所で設定しているログインIDとパスワードは豊中市は把握できませんので事業所で適切に管理するようにしてください。



総合支援システムについて ログインについて２

7

ログインに成功すると、画面のとおりワンタイムパスワードを求められます。これはログインID（メールアド
レスにあたり事業所で設定）先に、6ケタの数字が送られますのでそれを入力します。



総合支援システムについて ログインについて３

8

このワンタイムパスは、文字通りログインする毎に必要になり、また数字は毎回変わりますのでログインする
毎にメールアドレスを確認を確認する必要があります。セキュリティ確保のためですがとても手間がかかる作
業となります。



総合支援システムについて メインの画面について

9

無事にログインが完了すると、上記のような画面が出てきます。この画面からは「本日の予約」や「初回面談の依頼」
など利用者から申し込まれた内容を見ることができるほか、「予約可能数や時間の設定」や「代理予約」など事業者が
運用する上での設定を行うことができます。



総合支援システムについて 初回面談について１

10

初回面談管理の画面になります。こちらは利用者から「初回面談をしてほしい」という依頼が利用者から随時申し込ま
れてきますので、その申し込みに対応します。
ためしに、１番上のレコードのこども姓名「曽根わによ」からの申し込みを確認します。赤囲み部分をクリックします。



総合支援システムについて 初回面談について２

11

初回面談管理の対応として３パターンあり、面接の日と時間を決める「面接日時を登録する」場合と、既に面
接を実施しているので「受入可否の登録」で回答する場合と、事情により「受入お断り承認」で回答する場合
のいずれかを選択し、登録を行います。



総合支援システムについて 予約一覧について

12

予約一覧の画面になります。日時やこどもの名前の条件検索を変えることで予約の内容を確認することができる画
面になります。

ためしに、2026/02/04から2026/02/18までは予約が1件も入っていないので検索結果は「0件」になっています。



総合支援システムについて 予約可能枠管理について１

13

予約可能管理の画面になります。予約可能の方法は２パターンあり、定期利用などを指す「定期」と一般利用
などを指す「柔軟」に分けられます。「定期」については別画面で設定を行います。

ためしに、柔軟利用予約枠数を設定します。赤囲み部分をクリックします。



総合支援システムについて 予約可能枠管理について２

14

「柔軟」利用の設定は、基本は毎日受入数や受入時間が変わるもの（複数日時をまとめて設定も可）になり、
日付や時刻、クラス年齢や（受入可能）人数、障害児の受入や医療的ケア児の受入の可否などを設定し、それ
を登録します。



総合支援システムについて 定期予約可能枠管理について１

15

「定期」利用は、一定の日時や時間を設定しておき、定期的に利用する人に対して利用を承認する運用になります。

ためしに、定期利用予約枠数を変更します。赤囲み部分をクリックします。



総合支援システムについて 定期予約可能枠管理について２

16

「定期」利用の設定は、基本はある程度の期間や時間を設定するものになり、期間や曜日、時刻や頻度、クラ
ス年齢や（受入可能）人数、障害児の受入や医療的ケア児の受入の可否など、給食やおやつの有無、対応可能
なアレルギーを設定し、それを登録します。



総合支援システムについて 定期利用申請一覧について１

17

「定期」利用の利用申請一覧の画面になります。こどもの名前やクラス年齢の条件検索を変えることで予約の
内容を確認することができる画面になります。
ためしに、現時点では予約がいくつか入っているので検索結果は「8件」になっています。さらに細かい内容を
確認するため「曽根わにみ」からの申し込みを確認します。赤囲み部分をクリックします。



総合支援システムについて 定期利用申請一覧について２

18

クリックすると申請情報詳細として詳しい内容を見ることができます。
なお、定期利用申請は「利用者から総合支援システム経由で申し込みをもらい事業者が承認して成立する」場
合と、「利用者から紙などで直接申し込みをもらい事業者が承認したものを後からシステムに入力する」場合
の２パターンがあり、後者は「代理予約」という手続きにて行います。



総合支援システムについて 代理予約について１

19

代理予約の設定は、既に面談の登録を完了させている必要があります（スライド11枚目に該当）。

ためしに、面談の登録が済んでいるリストの中から１番上のレコード利用者氏名「豊中中央」を代理予約の手
続きに進みます。赤囲み部分をクリックします。



総合支援システムについて 代理予約について２

20

定期利用希望日選択の画面に移ります。事業所がシステム上に設定している定期利用の候補の中から、定期利用枠
を充てて利用者に変わって代理予約することが可能となります。
ただし、現在の検証環境ではこれは使うことができません。令和8年（2026年）3月1日にシステムのアップデート
が予定されており、それ以後からこの機能は使うことができます。

現時点でシステム非対応



総合支援システムについて 利用料支払い実績管理について１

21

利用者から徴収する利用料金を修正する場合などに利用します。なお、利用料金は原則300円/1時間ですが、減免対象者の
場合は0円/1時間（生保世帯）や150円/1時間（要保護支援児童世帯）などになります。
また、1時間単位での徴収となり150円/30分などは設定できないため、仮に予約時間が10時～12時30分（2時間30分実施）
に設定していた場合、システム上の利用時間を2時間か3時間のどちらかの予約時間に変更する必要があります。
打刻を修正する場合は赤囲み部分をクリックします。



総合支援システムについて 利用料支払い実績管理について２

22

利用実績の欄から修正を行います。２次元コードの打刻情報が入っている場合があります（打刻の管理は利用者の画面から
出るQRコードを読み取り入室と退室を管理します）ので、これを「打刻の調整」として修正を行います。
なお、料金算定は利用実績の打刻時間に依存するのではなく予約時間に依存しますので、ここの打刻の調整はあくまで利用
時間の目安になります。



総合支援システムについて 利用料支払い実績管理について３

23

予約時間に見合った原則300円/1時間に相当する支払合計（ここでは600円）を修正したのち、料金を徴収してください。



総合支援システムについて 事業所情報管理について１

24

市町村および事業者それぞれで事業所情報管理を更新することができます。この「市区町村管理情報」に
ついては、市区町村で管理しているため事業所では修正することができません。



総合支援システムについて 事業所情報管理について２

25

この「提供サービス・設備」については事業所側で修正することができます。



総合支援システムについて 事業所情報管理について３

26

この「利用条件・料金」については事業所で修正することができます。



総合支援システムについて 事業所情報管理について４

27

この「金融機関情報」については事業所で修正することができます。



総合支援システムについて 事業者用請求書一覧表示について１

28

毎月の利用に基づく給付費の申請を行います。この請求を行う前までに利用者の利用料金の修正などをすべて
整理しておく必要があります。（例、スライド23枚目の利用料支払い実績管理についてなど）
すべて整理できたら赤囲み部分をクリックします。



総合支援システムについて 事業者用請求書一覧表示について２

29

請求書の内訳になります。ここでは請求先や振込先などが示されているため、給付費の支払先に誤りがないかを
確認していただきます。



総合支援システムについて 事業者用請求書一覧表示について３

30

請求書の内訳の続きになります。利用人数に応じた基本単価（検証環境ではまだ令和7年度単価）になっているか
や、加算の子どもを受け入れたものが反映されているか（検証環境ではまだ令和7年度の障害児加算などのみ）を
確認していただきます。



総合支援システムについて 事業者用請求書一覧表示について４

31

請求書の内訳の続きになります。利用料減免に関する人数などが合っているかを確認いただきます。
これらの請求書の内容に誤りがなければチェック終了です。
なお、市町村側の方からの画面を見て修正をする場合があります。



総合支援システムについて 事業者用請求書一覧表示について５

32

実際の請求書は上記のような形式になります。代表者職氏名の横に押印欄がありますが、豊中市の場合は押印不要です。



総合支援システムについて 各種サポートについて１

33

総合支援システムの各種サポート画面です。操作や分からないことはここを見ればだいたいは解決すると思います。
また、赤囲みの動画一覧へをクリックすると、YouTube で操作などを解説しているページに行くことができます。



総合支援システムについて 各種サポートについて２

34

YouTubeの動画はかなり細分化されて作られてます。
使っている時につまづいたポイントがあった場合に、繰り返し内容を確認することが可能です。



総合支援システムについて QRコードと入室・退室について１

35

利用者が利用のために読み取るQRコードの画面になります。事業者はこのQRコードをパソコンの画面に出すことや紙に印刷
して掲示するなどにより、利用者は利用前にスマホなどのカメラでQRコードを読み取ります。

なお、QRコードは事業者ごとに付与され毎日変わるものでもなく利用者毎に変わるものでもないためどこかに貼り出しておく
方が便利です。



総合支援システムについて QRコードと入室・退室について２

36

左側にある施設のQRコードを読み取ると、右側の保護者側の画面に移ります。事前の予約などの手続きができていれば
「事前の予約がある場合」に予約を済ませた日時の候補が出るので、該当する日時を登録します。
「事前の予約がない場合」は検索結果がありませんと表示されますので、利用者から状況を聞いて対応してください。

事前の予約がある場合 事前の予約がない場合



総合支援システムについて QRコードと入室・退室について３

37

利用時間登録の画面に進みます。
利用の開始前に「利用開始登録」を選択し、利用開始の打刻を行います。
利用の終了後に「利用終了登録」を選択し、利用終了の打刻を行います。これで打刻は完了です。

利用開始登録を選択 利用終了登録を選択



総合支援システムについて （参考）利用者側の画面について

38

利用者側の画面はこのような構成になっており、「月10時間の利用時間であとどのくらい残っているか」や
「直近の予約がどの施設で何日の何時からか」を確認することができます。



総合支援システムについて （参考）市町村側の画面について

39

市町村側の画面はこのような構成になっており、「請求書一覧」という毎月の請求に関する管理や「受入お断り承認申請管理」
という事業者が利用者に面談を実施することなくキャンセルした場合の状況を確認する機能があります。



40



国のFAQには掲載されていない質問と回答１

41

回答（令和8年2月10日時点）質問番号
総合支援システムでは、入室と退室でそれぞれ打刻を行います。それとは別に、利用者は事前に予約時間を含む利用申し込みを行
います。
利用料については「予約時間を基本として徴収し、かつその利用料は減免等がなければ300円/１時間で徴収する」ということに
なります。なぜ打刻を取っているかというと「仮に予約時間を事業者の都合で変更する場合に、実際にその利用者が何時に入室と
退室を行っていて、その変更することが妥当かどうか」を確認するために打刻を参考として用いるためです。

利用時間の最小単位が300円/1時間であり
150円/30分が不可とあるが、具体的にど
のように対応すればよいか。

１

システム上は300円/1時間単位がないため認められません。市の独自の単位も現時点で設定はありません。
仮に、定期利用の場合は利用時間を「9：00開始で11：30終了」にしていた場合は、システム上の予約時間を「9：00開始で11：
00終了」（実質2時間設定）または「9：00開始で12：00終了」（実質3時間設定）を設定しておくことをお勧めします。
柔軟利用（一般利用）の場合は、利用者の申請時の予約時間を基本とするものの、早退などで過度に短くなる場合や延⾧で過度に
⾧くなる場合には、予約時間を変更（番号１の質問に関連）して利用料金の修正を行ってください。（以後、運用変更の可能性あ
り）

利用料金の単位は原則300円/1時間となっ
ているがそれ以外は認められないか

２

現時点で令和8年度の乳児等通園支援事業の面談を既に進めている場合は、システムでの運用後に、利用者からスライド10～11
ページの「初回面談」の申請をもらい「受入可否の登録」で登録に進んでいただくと初回面談の手続きをスキップし、次の利用予
約の手続きに進むことで対応が可能です。
なお、令和8年度4月からは加算で「初回対応加算」という面談に30分以上を要した場合でかつ、面談記録をシステム上に記録す
ることで得られる加算があります。この加算を使う場合は、システム上での「初回面談」の申請を進める必要があります。（以後、
運用変更の可能性あり）

システム上での初回面接～利用までの流れ
のうち、現時点で令和8年度利用者向けの
初回面談まで済ませていた場合はどうすれ
ばよいか。

３

現時点では利用料の減免というルールは豊中市では運用していませんが、令和8年度からはシステムを使うにあたり減免をしなく
てはならなくなります。豊中市の認定において減免か否かが決定され、生保世帯は0円/1時間、非課税世帯で90円/1時間、要保護
世帯で150円/時間、その他は300円/時間になるため、徴収する前にスライド21～23ページの「利用者支払い実績管理」などを見
ながら適切に利用料を徴収してください。支払方法は現金のほか、事業所で用いているキャッシュレス決済でも可能になります。

利用者が減免対象者だった場合の具体的な
徴収金額の決定方法などが知りたい

４

利用者のキャンセル対応については、今は電話等でフォローを入れていただくと利用料は徴収できなくとも補助金等を支給する運
用にしていますが、令和8年度からは乳児等通園支援のシステム内で利用時間数月10時間のうちどのくらい使ったかをすべて管理
するので、キャンセルで利用していないのに利用したとすることは基本的にできなくなります（番号１の質問に関連）。利用者の
希望で乳児等通園支援事業を利用していなのに、その時間分を10時間から引かれてしまうことに同意があれば、事業者が利用料
を実際にその時間分徴収したかに依らず給付費は支払うことは可能になります。（以後、運用変更の可能性あり）

利用者のキャンセル対応の流れについて令
和8年度はどのようになるのか

５



国のFAQには掲載されていない質問と回答２

42

回答（令和8年2月10日時点）質問番号
利用料の月額払いについては、定期利用の場合は都度払いではなくまとめて前払いなどの運用が認められていますが、令和8年度
においては国からは具体的な方針は示されていません。ただし、徴収する作業はシステム外の運用になりますので、定期利用の場
合はまとめて前払いをすることなどはできるものと考えられます。柔軟利用（一般利用）については、一時保育の利用料の徴収と
同様に、利用の都度徴収するのが一般的であると考えられます。（以後、運用変更の可能性あり）

利用料の月額での前払いは認められないの
か

６

給食や弁当持参のどちらの運用も認められていましたが、令和8年度も引き続きどちらかを選ぶことが可能です。実施しないとい
うことも可能です。

給食の提供などについて令和8年度はどの
ようになるのか

７
親子通園の実施は認められていましたが、令和8年度も引き続き可能になります。親子通園について令和8年度はどのように

なるのか
８

現時点のシステムでは、子どもの人数分でログインID（メールアドレス）とパスワードを持つ必要があるため、仮に２名の兄弟や
姉妹がそれぞれ登録するためにはメールアドレスを２つ用意する必要があります。しかし、令和8年度のシステム改修では改善さ
れる見込みです

兄弟や姉妹で総合支援システムを使う場合
は、利用登録はどのように進めるのか

９

初回面談を4月に面談を行って、5月に初めて利用された場合には5月分として加算が適用されます。なお、この加算の特徴として、
初回面談後に一度も利用がなかった場合は加算が適用されない仕組みとなっています。

初回面談加算の加算支払い時期はいつにな
るのか

１０

利用料とは別のキャンセル料の設定やいつまでにキャンセルを申し込むなどの設定は市町村単位で行いますので、事業所毎にはで
きません。しかし、キャンセル料を取らないかわりに利用時間としてカウントするなども運用上は可能になります（番号５の質問
に関連）ので、キャンセル時の運用については各園のキャンセルポシーなどに明記していただくようお願いします。

キャンセル料の取る取らないや、いつまで
にキャンセルを申し込まなければならない
などのルールは事業所毎に設定可能か

１１

申請誤りや承認誤りは事業者から削除することは現時点ではできません（利用者からの申し出によるキャンセルと事業者都合での
キャンセルでどのうような都合による削除かを区別できないため）ので、現時点では利用者からの申請取消しによって申請を削除
するようにしてください。なお、感染症蔓延に伴い乳児等通園支援事業をやむなしで事業者から削除するケースも想定されること
から、今後のシステム改修で対応予定になります。

利用者の申請誤りや事業者の利用の承認誤
りは、事業者からは削除できないか

１２
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豊中市における乳児等通園支援事業をまとめると以下のとおりです。
・2月10日時点で、令和7年度から事業実施いただいている５事業者に加え、３事業者ほど申請をいただいています。

・「広報とよなか」３月号に乳児等通園支援事業が始まることと、それに伴い利用希望者は豊中市への申請をしていた
だく必要があることを案内しています。事業者さまでも周知のほうお願いいたします。

・令和８年度からの乳児等通園支援事業については、基本的な運用をすべて総合支援システムを行うため事業者・利用
者・市町村のそれぞれで混乱が生じることが予想されます。総合支援システム提供者からの電話によるヘルプデスクも
ありますが、システムの使い方などについては各種サポートやYouTubeでの動画をまず確認いただければと思います。

・総合支援システムは令和8年（2026年）3月1日に大型アップデートを実施するほか、こまめにシステム改修を行い少
しずつ使いやすくなっていく予定です。

・国の定めでは市内在住の子どもも市外在住の子どもも区別せず受入するありますが、市外在住の子どもを受入すると
その他市町村への請求事務なども伴うことから、豊中市内在住の子どもを積極的に受け入れるようお願いします。

・乳児等通園支援事業において、障害児など支援を必要とするの積極的な受入をお願いたします。


